
 
 

（３）介護保険特別会計 
 

 

介護保険制度に対応するため設置された介護保険特別会計は、介護保険給付等事業と

地域支援事業にかかる「保険事業勘定」となっている。 

介護保険事業は、介護保険事業計画（３年ごとに策定）に基づき事業運営を進めるこ

とになっており、令和５年度は第８期介護保険事業計画の最終年度となっている。 

 

【介護保険給付等事業】 

○第１号被保険者数（各年度当初予算） 

区 分 令和５年度 令和４年度 令和３年度 

被保険者数 17,054 人 17,155 人 17,344 人 

 

○第１号被保険者の所得段階別保険料 

所得段階 第１号被保険者 保険料月額 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得 

 金額と課税年金収入の合計額が 80 万円以下 

基準額×0.30 

＝1,285 円 

第２段階 

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得 

 金額と課税年金収入の合計額が 80 万円超 120 

 万円以下 

基準額×0.50 

＝2,150 円 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得 

 金額と課税年金収入の合計額が 120 万円超 

基準額×0.70 

＝3,010 円 

第４段階 

・本人が市民税非課税（世帯の中に市民税課税の人がいる）

 かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入の 

 合計額が 80 万円以下 

基準額×0.90 

＝3,870 円 

第５段階 

・本人が市民税非課税（世帯の中に市民税課税の人がいる）

 かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入の 

 合計額が 80 万円超 

基準額×1.00 

＝4,300 円 

第６段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 

 120 万円未満 

基準額×1.20 

＝5,160 円 

第７段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 

 120 万円以上 210 万円未満 

基準額×1.30 

＝5,590 円 

第８段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 

 210 万円以上 320 万円未満 

基準額×1.50 

＝6,450 円 

第９段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 

 320 万円以上 520 万円未満 

基準額×1.70 

＝7,310 円 

第 10 段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 

 520 万円以上 

基準額×1.80 

＝7,740 円 

 

○保険料の状況                         （単位：円） 

第８期介護保険事業計画（令和３～５年度） 

所得段階 月額保険料 年額保険料 所得段階 月額保険料 年額保険料 

第１段階 1,285 15,400 第６段階 5,160 61,900 

第２段階 2,150 25,800 第７段階 5,590 67,000 

第３段階 3,010 36,100 第８段階 6,450 77,400 

第４段階 3,870 46,400 第９段階 7,310 87,700 

第５段階 4,300 51,600 第 10 段階 7,740 92,800 
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○第１号被保険者の所得段階別人数 

令和５年度 令和４年度 

所得段階 人数（人） 割合（％） 所得段階 人数（人） 割合（％） 

第１段階 3,991  23.4  第１段階 4,029 23.5

第２段階 1,572  9.2  第２段階 1,497 8.7

第３段階 1,607  9.4  第３段階 1,559 9.1

第４段階 2,204  12.9  第４段階 2,297 13.4

第５段階 1,548  9.1  第５段階 1,563 9.1

第６段階 2,561  15.0  第６段階 2,588 15.1

第７段階 2,234  13.1  第７段階 2,279 13.3

第８段階 794  4.7  第８段階 796 4.6

第９段階 362  2.1  第９段階 362 2.1

第 10 段階 181  1.1  第 10 段階 185 1.1

計 17,054  100.0  計  17,155 100.0  

 

○保険料の内訳                        （単位：千円） 

区  分 
令和５年度 

当初予算(Ａ) 

令和４年度 

当初予算(Ｂ) 

令和４年度 

最終予算(Ｃ) 

増減額 
（Ａ－Ｃ） 

特別徴収（現年分） 699,547 690,837 704,055 △ 4,508 

普通徴収（現年分） 56,571 70,234 58,962 △ 2,391 

普通徴収（滞納分） 1,462 2,337 2,337 △ 875 

合   計 757,580 763,408 765,354 △ 7,774 

 

○介護（介護予防）サービス受給人数見込             （単位：人） 

居宅サービス 令和５年度 令和４年度 

要支援１ 295 290 

要支援２ 312 298 

要介護１ 418 422 

要介護２ 213 199 

要介護３ 74 63 

要介護４ 40 44 

要介護５ 24 35 

居宅サービス計 1,376 1,351 

施設サービス         

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 29 29 

介護老人福祉施設 232 228 

介護老人保健施設 167 159 

介護療養型医療施設 15 13 

（介護医療院を含む）     

施設サービス計 443 429 

居住系サービス         

認知症対応型共同生活介護 117 117 

特定施設入居者生活介護 170 166 

居住系サービス計 287 283 

合計 2,106 2,063 
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○保険給付費の内訳                         （単位：千円） 

項  目 
令和５年度 

当初予算(Ａ) 

令和４年度 

当初予算(Ｂ) 

令和４年度 

最終予算(Ｃ) 

増減額 
（Ａ－Ｃ） 

介護サービス等諸費 3,049,000 2,893,800 2,960,800 88,200 

  居宅介護サービス給付費 910,000  878,000 892,000 18,000 

  特例居宅介護サービス給付費 200 200 200 0 

  施設介護サービス給付費 1,388,000 1,269,000 1,322,000 66,000 

  特例施設介護サービス給付費 200 200 200 0 

  居宅介護福祉用具購入費 4,200 4,000 4,000 200 

  居宅介護住宅改修費 9,000 7,000 7,000 2,000 

  居宅介護サービス計画給付費 130,000 122,000 122,000 8,000 

  特例居宅介護サービス計画給付費 200 200 200 0 

  地域密着型介護サービス給付費 607,000 613,000 613,000 △ 6,000 

  特例地域密着型介護サービス給付費 200 200 200 0 

介護予防サービス等諸費 219,500 204,600 207,600 11,900 

  介護予防サービス給付費 157,000 147,000 150,000 7,000 

  特例介護予防サービス給付費 200 200 200 0 

  介護予防福祉用具購入費 4,800 4,000 4,000 800 

  介護予防住宅改修費 15,000 14,000 14,000 1,000 

  介護予防サービス計画給付費 33,000 32,000 32,000 1,000 

  特例介護予防サービス計画給付費 200 200 200 0 

  地域密着型介護予防サービス給付費 9,100 7,000 7,000 2,100 

  特例地域密着型介護予防サービス給付費 200 200 200 0 

審査支払手数料 3,400 3,200 3,260 140 

高額介護サービス等費 88,300 86,500 86,500 1,800 

  高額介護サービス費 88,000 86,000 86,000 2,000 

  高額介護予防サービス費 300 500 500 △ 200 

高額医療合算介護サービス等費 10,400 11,500 11,500 △ 1,100 

  高額医療合算介護サービス費 10,000 11,000 11,000 △ 1,000 

  高額医療合算介護予防サービス費 400 500 500 △ 100 

特定入所者介護サービス等費 108,000 117,900 117,900 △ 9,900 

  特定入所者介護サービス費 107,000 116,500 116,500 △ 9,500 

  特例特定入所者介護サービス費 200 200 200 0 

  特定入所者介護予防サービス費 600 1,000 1,000 △ 400 

  特例特定入所者介護予防サービス費 200 200 200 0 

保険給付費計 3,478,600 3,317,500 3,387,560 91,040 

 

○保険給付費サービス別内訳                      （単位：千円） 

区  分 
令和５年度 

当初予算(Ａ) 

令和４年度 

当初予算(Ｂ) 

令和４年度 

最終予算(Ｃ) 

増減額 
（Ａ－Ｃ） 

居宅サービス 1,263,800 1,208,800 1,225,800 38,000 

地域密着型サービス 616,500 620,400 620,400 △ 3,900 

施設サービス 1,388,200 1,269,200 1,322,200 66,000 

審査支払手数料 3,400 3,200 3,260 140 

高額介護サービス 88,300 86,500 86,500 1,800 

高額医療合算介護サービス 10,400 11,500 11,500 △ 1,100 

特定入所者介護サービス 108,000 117,900 117,900 △ 9,900 

合   計 3,478,600 3,317,500 3,387,560 91,040 
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【地域支援事業】                           （単位：千円） 

項  目 

令和５年度 

当初予算

(Ａ) 

令和４年度 

当初予算

(Ｂ) 

令和４年度 

最終予算

(Ｃ) 

増減額 

（Ａ－Ｃ） 

介護予防・生活支援サービス事業費 228,304 209,645 219,909 8,395 

 
介護予防・生活支援サービス事業費 207,701 187,525 197,789 9,912 

介護予防ケアマネジメント事業費 20,603 22,120 22,120 △ 1,517 

その他諸費 842 812 812 30 

 審査支払手数料 842 812 812 30 

一般介護予防事業費 8,795 9,311 8,940 △ 145 

 一般介護予防事業費 8,795 9,311 8,940 △ 145 

包括的支援事業・任意事業費 89,724 92,271 88,894 830 

 
包括的支援事業費 84,306 86,949 83,572 734 

任意事業費 5,418 5,322 5,322 96 

地域支援事業費計 327,665 312,039 318,555 9,110 

 

 

○介護予防・生活支援サービス事業費 

   要支援者等に対し、要介護状態等の軽減又は悪化の防止及び地域における自立し

た日常生活の支援を行うため、次の事業を実施する。 

   ・介護予防・生活支援サービス事業費 

     要支援者等に対し、訪問型サービス及び通所型サービスを提供する。 

   ・高額介護予防・生活支援サービス費 

     介護予防・生活支援サービス事業費における自己負担額が著しく高額である

場合に、基準額を超えた分を支給する。 

   ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 

     介護予防・生活支援サービス事業費及び医療費に係る自己負担額が著しく高

額である場合に、基準額を超えた分を支給する。 

 

○介護予防ケアマネジメント事業費 

要支援者等の心身の状況や置かれている環境等に応じて、その状態等にあった適

切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう支援する。 

 

○審査支払手数料 

介護予防・生活支援サービス事業費の支給に関する審査及び支払に係る事務を委

託し、適正な支給を行う。 

 

○一般介護予防事業費 

   高齢者が要介護状態等になることを予防し、自立した生活を長く続けることがで

きるよう、地域のリハビリテーション専門職等を活用し、一般市民を対象に広く介

護予防についての知識普及を行う介護予防活動普及啓発事業や住民主体の通いの場

が継続して活動できるよう支援する地域リハビリテーション活動推進事業等を実施

する。 
   また、介護予防把握事業として、当該年度に８０歳に到達する要介護認定を受け

ていない人を対象に、生活状況や健康状態等に関する訪問調査を実施する。 
 

○包括的支援事業費 

   被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった
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場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができる

よう支援するため、次の事業を実施する。 

   ・認知症初期集中支援推進事業 

     認知症の早期診断、家族支援など初期の支援を集中的に行う本事業を委託し、

認知症の人やその家族への早期支援を行う。 

   ・認知症地域支援・ケア向上推進事業 

     認知症の人やその家族を支える地域づくりを推進し、介護負担の軽減を図り、

認知症の人やその家族、地域住民又は専門職等の誰もが自由に参加でき、気軽

に相互交流や相談等ができる認知症カフェの開設運営に係る経費の一部を助成

する。 

   ・包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

     総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業

務のほか、認知症地域支援推進員の配置を委託し、高齢者の心身の健康の保持

及び生活の安定のために必要な支援を行う。 

   ・在宅医療・介護連携推進事業 

     地域の医療と介護関係者による会議を開催し、市民への知識普及を目的とし

た市民講演会や介護・介護関係者への研修を開催する等、在宅医療と介護サー

ビスを一体的に提供する体制の構築を推進する。 

   ・生活支援体制整備事業 

     高齢者の困りごとに対応できるよう、民間活力や地域住民による支え合いの

仕組みを構築するため、地域住民等とともに検討を進める。 

   ・地域ケア会議推進事業 

     地域の支援者を含めた介護・福祉・保健・医療等の多職種の連携と、多様な

社会資源の総合調整を行い、高齢者が地域において、自立した日常生活を営む

ために必要な支援体制に関する検討を行う。 

      

○任意事業費 

   介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現

に介護する人などに対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うため、次の事業を

実施する。 

   ・住宅改修支援事業 

     介護支援専門員等が、住宅改修の利用者に対し「住宅改修が必要な理由書」

を作成した場合、その作成料を支給する。 

   ・高齢者等介護用品給付事業 

     市民税非課税世帯のうち、在宅生活をしている要介護４以上の高齢者に対し、

介護用品の購入に要する経費を給付し経済的負担等の軽減を図る。 

   ・成年後見制度利用支援事業 

     判断能力が不十分な高齢者の権利・利益を保護するため、親族がいない人な

どに市長が成年後見制度の申立てを行うほか、成年後見人等への報酬を負担す

ることが困難な人に対して当該報酬の全部又は一部を助成する。 

   ・成年後見支援センター事業 

     西いぶり定住自立圏で設置した「室蘭成年後見支援センター[西いぶり２市２

町]」で、成年後見制度の利用支援や周知・啓発を行う。 

   ・高齢者見守り支援事業 

     認知症の人や家族を支援する認知症サポーターの養成講座や認知症サポータ

ーステップアップ講座を開催するほか、認知症高齢者を見守り、はいかい高齢

者を早期に保護するために SOS ネットワークの運用を進め、誰もが安心して暮

らしやすい環境を整備する。 
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